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富山県告示第473号 

   知事管理漁獲可能量の公表について 

 漁業法（昭和24年法律第 267号）第16条第１項の規定に基づき、以下の特定水産 

資源に関する令和７管理年度の同項に掲げる数量を令和６年12月５日付けで以下の 

とおり定めたので、同条第４項の規定により公表する。 

  令和６年12月23日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 まあじ、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし 

対馬暖流系群に関する令和７管理年度（令和７年１月１日から12月31日まで）にお 

ける漁業法第16条第１項に掲げる数量は、次のとおりとする。 

第１ まあじ 

 １ 富山県に配分された都道府県別漁獲可能量 

   現行水準 

 ２ 知事管理区分と知事管理漁獲可能量                   
 

知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

富山県まあじ漁業 現行水準 

第２ まいわし対馬暖流系群 

毎週月.水.金曜日発行 
令和６年12月23日 

月 曜 日 



  2  令和６年 12月 23日    富 山 県 報          第 5319号   

 

 １ 富山県に配分された都道府県別漁獲可能量 

   現行水準 

 ２ 知事管理区分と知事管理漁獲可能量 
 

知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

富山県まいわし漁業 現行水準 

第３ かたくちいわし対馬暖流系群 

 １ 富山県に配分された都道府県別漁獲可能量 

   50,000トンの内数 

 ２ 知事管理区分と知事管理漁獲可能量 
 

知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

富山県かたくちいわし漁業 50,000トンの内数 

第４ うるめいわし対馬暖流系群 

 １ 富山県に配分された都道府県別漁獲可能量 

    46,000トンの内数 

 ２ 知事管理区分と知事管理漁獲可能量 
 

知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

富山県うるめいわし漁業 46,000トンの内数 

 

 

富山県告示第474号 

   保安林の指定予定について 

 農林水産大臣から次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があったの 

で、森林法（昭和26年法律第 249号）第30条の規定により告示する。 

  令和６年12月23日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 保安林予定森林の所在場所 

  富山県南砺市利賀村上畠字川東上143、143の２、143の３、字川東下14、15・ 

 23・42（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）、利賀村大勘場字千束35 
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 の１・35の３（以上２筆について次の図に示す部分に限る。） 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

 ⑴ 立木の伐採の方法 

  ア 主伐は、択伐による。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に 

   係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 ⑵ 立木の伐採の限度 

   次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を富山県庁 

及び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

 

 

富山県告示第475号 

   指定障害福祉サービスの事業の廃止について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第46条第２項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービスの事業を廃 

止する旨の届出があったので、同法第51条第２号の規定により公示する。 

  令和６年12月23日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定障害福 
祉サービス 
の種類 

廃止年月日 事業所番号 
事業者 事業所 

名称 主たる事務 
所の所在地 名称 所在地 

就労継続支
援Ａ型 

令和６年10
月31日 

1611600246 株式会社グ 
リア 

富山市吉作 
4704番地２ 

ほまれの家 
立山店 

中新川郡立 
山 町 利 田 
672番地12 
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富山県告示第476号 

   指定障害福祉サービスの事業の廃止について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第46条第２項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービスの事業を廃 

止する旨の届出があったので、同法第51条第２号の規定により公示する。 

  令和６年12月23日              

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定障害福 
祉サービス 
の種類 

廃止年月日 事業所番号 
事業者 事業所 

名称 主たる事務 
所の所在地 名称 所在地 

就労継続支
援Ａ型、就
労継続支援
Ｂ型 

令和６年11
月30日 

1611700194 特定非営利
活動法人工
房あおの丘 

下新川郡入
善町道古34
番地３ 

ラヴォーロ
あおの丘
with 

下新川郡入 
善 町 青 木 
1390番地１  

 

 

富山県告示第477号 

   指定障害福祉サービス事業者の指定について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

 123号）第29条第１項の規定により指定障害福祉サービス事業者として次のとおり 

指定したので、同法第51条第１号の規定により公示する。 

  令和６年12月23日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定障害福
祉サービス
の種類 

指定年月日 事業所番号 
申請者 事業所 

名称 主たる事務 
所の所在地 名称 所在地 

就労継続支
援Ａ型・就
労継続支援
Ｂ型 

令和６年12
月１日 

1611700236 社会福祉法 
人あおの丘 

下新川郡入 
善町道古34 
番地３ 

ラヴォーロ 
あおの丘 
with 

下新川郡入 
善 町 青 木 
1390番地１ 
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